
全組合員の総力をあげて闘い抜き
2019賃金確定闘争妥結

月
例
給
の
改
定
阻
止
は
で
き
な
か
っ
た
が
人
事
制
度
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
決
断
を
さ
せ
る
!!

難
し
い
闘
い
を
強
い
ら
れ
る
中
、
技
能
主
任
職
の
任
用
資
格
基
準
の
緩
和
を
勝
ち
取
る

昨
年
の
賃
金
確
定
闘
争
は
、
史
上
最
大
に
し
て
最
悪
の
特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
を
実
施
さ
せ
な
い
こ
と
を
決
断
さ
せ
、
闘

争
は
終
わ
る
こ
と
な
く
、
公
民
比
較
方
法
の
見
直
し
な
ど
を
特
別
区
人
事
委
員
会
に
要
請
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
年
に
お

い
て
も
、
特
別
区
人
事
委
員
会
は
大
幅
な
月
例
給
の
引
下
げ
を
勧
告
し
、
区
長
会
は
遺
憾
と
し
な
が
ら
も
勧
告
実
施
の
提
案
を

し
て
き
ま
し
た
。
今
賃
金
確
定
闘
争
も
ま
た
難
し
い
闘
い
の
中
、
全
組
合
員
の
総
団
結
で
闘
い
抜
い
て
き
ま
し
た
が
、
最
終
局

面
に
お
い
て
勧
告
実
施
の
阻
止
は
で
き
な
か
っ
た
一
方
で
、
我
わ
れ
の
要
求
に
対
し
、
踏
み
込
ん
だ
回
答
が
得
ら
れ
た
こ
と
を

確
認
し
、
第
8
回
中
央
委
員
会
に
お
い
て
2
0
1
9
賃
金
確
定
闘
争
の
妥
結
を
判
断
し
ま
し
た
。

第三波総決起集会に多くの組合員が結集‼ 編 集 責 任
企画・総務局
田口 康乗

10
月
21
日
に
出
さ
れ
た
特
別

区
人
事
委
員
会
勧
告
の
内
容

は
、
国
や
多
く
の
県
・
政
令
市

の
引
上
げ
勧
告
に
対
し
て
、
一

時
金
に
つ
い
て
は
0
・
15
月
の

引
上
げ
と
な
っ
て
い
る
も
の

の
、
月
例
給
に
つ
い
て
は
平
均

0
・
58
％
、額
に
し
て
平
均
2
、

2
3
5
円
の
引
下
げ
と
な
り
、

昨
年
に
引
き
続
き
大
幅
な
月
例

給
の
引
下
げ
勧
告
と
な
り
ま
し

た
。
年
間
平
均
給
与
は
約
2
万

2
千
円
の
増
に
は
な
り
ま
す

が
、
組
合
員
か
ら
は
不
満
の
声

が
強
く
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

特
別
区
人
事
委
員
会
は
、
行

政
系
人
事
・
給
与
制
度
を
見
直

し
た
影
響
を
踏
ま
え
ず
に
昨
年

同
様
の
公
民
比
較
を
行
え
ば

5
、
8
1
9
円
の
差
が
あ
る
と

算
出
し
ま
し
た
が
、
現
給
保
障

者
を
除
外
す
る
特
例
措
置
で
算

出
し
直
し
て
勧
告
を
行
い
ま
し

た
。
し
か
し
、「
生
計
費
原
則
」

「
均
衡
の
原
則
」「
職
務
給
原

則
」
と
い
う
公
務
員
の
給
与
決

定
の
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
内
容

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
組
合

は
月
例
給
の
改
定
阻
止
、
一
時

金
の
増
額
を
求
め
て
き
ま
し

た
。10

月
25
日
の
第
3
回
団
体
交

渉
で
要
求
書
を
提
出
し
て
以

降
、
本
部
で
は
専
門
委
員
会
交

渉
等
で
具
体
的
な
協
議
を
重
ね

る
一
方
、
支
部
や
地
連
で
は
秋

期
闘
争
方
針
に
基
づ
い
た
「
各

区
・
各
地
連
で
の
要
請
行
動
や

総
決
起
集
会
」「
ス
テ
ッ
カ
ー

闘
争
」
や
「
家
族
署
名
行
動
」

な
ど
を
取
組
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
大
衆
行
動
を
積
み
重

ね
、
清
掃
職
員
の
賃
金
・
労
働

条
件
の
改
善
に
つ
い
て
我
わ
れ

の
要
求
に
踏
み
込
む
よ
う
決
断

を
迫
っ
て
き
ま
し
た
。

11
月
6
日
に
開
催
し
た
第
4

回
団
体
交
渉
で
は
、
わ
が
組
合

の
要
求
に
対
す
る
区
長
会
の
現

段
階
で
の
検
討
状
況
を
質
し
た

と
こ
ろ
、
何
一
つ
踏
み
込
ん
だ

内
容
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
区
長
会
が
妥
結
を
求
め
る

の
で
あ
れ
ば
、
わ
が
組
合
の
要

求
に
対
し
て
踏
み
込
ん
だ
回
答

を
示
す
以
外
に
解
決
の
道
は
な

い
と
し
、
交
渉
を
継
続
し
て
き

ま
し
た
。

わ
が
組
合
は
、
2
0
1
9
賃

金
確
定
闘
争
の
終
盤
を
迎
え
た

11
月
13
日
に
第
1
回
拡
大
闘
争

委
員
会
を
開
催
し
、
①
月
例
給

の
引
下
げ
を
許
さ
ず
、
一
時
金

に
つ
い
て
増
額
す
る
こ
と
を
求

め
る
。②
業
務
職
給
料
表
は「
依

然
と
し
て
高
い
水
準
に
あ
る
」

と
し
て
い
る
区
長
会
の
認
識
を

改
め
さ
せ
る
。
③
技
能
主
任
職

の
任
用
資
格
基
準
の
緩
和
を
求

め
る
。
④
担
当
技
能
長
職
の
運

用
状
況
を
精
査
さ
せ
、
意
見
交

換
の
場
を
求
め
る
。
⑤
成
績
率

制
度
に
お
け
る
勤
務
判
定
区
分

を
2
級
職
と
3
・
4
級
職
で
別

と
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
⑥
再

任
用
職
員
の
賃
金
水
準
の
早
期

改
善
と
、
新
た
な
制
度
設
計
を

求
め
る
。
⑦
技
能
系
職
種
に
お

け
る
障
害
者
を
対
象
と
す
る
採

用
選
考
の
導
入
に
あ
た
っ
て

は
、
安
全
性
の
確
保
と
、
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め

る
。
⑧
清
掃
職
場
の
実
態
を
踏

ま
え
、
区
間
交
流
に
つ
い
て
柔

軟
な
対
応
を
求
め
る
。
そ
の
他

の
課
題
も
含
め
て
総
合
的
に
判

断
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し

た
。
区
長
会
が
最
終
交
渉
日
と

設
定
し
た
11
月
21
日
の
翌
日
22

日
、
始
業
時
か
ら
1
時
間
の
実

力
行
使
の
準
備
指
令
を
発
し
、

膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
る
協
議

の
進
展
を
図
り
、
区
長
会
の
歩

み
寄
り
を
引
出
す
こ
と
を
全
会

一
致
で
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
後
の
協
議
に
お
い
て

も
、
要
求
に
対
す
る
区
長
会
の

考
え
方
は
示
さ
れ
ず
、
最
終
交

渉
日
と
し
た
21
日
に
開
催
し
た

中
央
委
員
会
を
休
会
し
、
局
面

の
打
開
に
む
け
て
中
里
中
央
執

行
委
員
長
・
多
田
書
記
長
と
区

長
会
側
交
渉
委
員
の
責
任
者
で

あ
る
副
区
長
会
正
副
会
長
に
よ

る
ト
ッ
プ
会
談
が
も
た
れ
ま
し

た
。
月
例
給
の
引
下
げ
は
跳
ね

返
せ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
技
能

主
任
職
の
任
用
資
格
基
準
の
緩

和
な
ど
、
一
定
踏
み
込
ん
だ
考

え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を

受
け
、
22
時
30
分
か
ら
開
催
さ

れ
た
第
4
回
団
体
交
渉
に
お
い

て
最
終
提
案
を
受
け
た
の
ち
、

中
央
委
員
会
を
再
開
し
、
全
会

一
致
で
2
0
1
9
賃
金
確
定
闘

争
の
妥
結
を
判
断
し
ま
し
た
。

2
0
1
9
賃
金
確
定
闘
争

は
、
月
例
給
の
引
下
げ
を
許
さ

ず
、
一
時
金
の
増
額
を
求
め
る

と
い
う
、
相
反
す
る
難
し
い
要

求
で
し
た
。
結
果
、
勧
告
実
施

を
跳
ね
返
す
こ
と
が
で
き
ず
、

不
本
意
な
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
不
利
益
な
所
要

の
調
整
を
さ
せ
ず
、
今
年
度
の

定
年
退
職
者
等
の
退
職
金
に
つ

い
て
も
激
変
緩
和
措
置
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
最
大
の
課
題
で
あ
り
ま
し

た
、
技
能
主
任
職
の
任
用
資
格

基
準
の
緩
和
と
、
成
績
率
制
度

に
お
け
る
勤
務
判
定
区
分
を
2

級
職
と
3
・
4
級
職
で
分
け
さ

せ
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
と
言

え
ま
す
。
区
長
会
に
最
終
局
面

で
こ
の
よ
う
な
判
断
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
本
部
と

支
部
交
渉
、
地
連
要
請
行
動
な

ど
大
衆
行
動
を
有
機
的
に
結
合

さ
せ
、
全
組
合
員
の
総
力
を
あ

げ
て
闘
い
抜
い
た
こ
と
に
よ
る

成
果
で
あ
り
ま
す
。

今
後
は
来
年
の
勧
告
を
注
視

し
、
先
手
を
打
っ
て
行
動
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
今
回
残
さ

れ
た
課
題
と
、
前
進
し
た
課
題

を
総
括
し
、
新
た
な
取
組
に
つ

な
げ
る
第
一
歩
に
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
ま

だ
闘
い
は
続
き
ま
す
。
依
然
と

し
て
厳
し
い
情
勢
で
す
。
し
か

し
、
訴
え
続
け
れ
ば
突
破
で
き

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
今
回
の

結
果
に
自
信
と
確
信
を
持
ち
、

今
後
も
我
わ
れ
の
諸
要
求
実
現

の
た
め
、本
部
・
地
連
・（
総
）

支
部
の
連
携
を
さ
ら
に
強
化
す

る
と
と
も
に
、
東
京
清
掃
全
組

合
員
が
一
丸
と
な
っ
て
闘
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

（
森
田

裕
二
）

2
0
1
9
年

秋
季
闘
争
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1 � 特 別 区 人 事 委 員 会 勧 告 と 春 闘 情 勢 に つ い て

2 0 1 9 賃 金 確 定 闘 争

は 、 特 別 区 人 事 委 員 会 の 2

年 連 続 と な る 月 例 給 の 引 下

げ が 勧 告 さ れ る 中 、 月 例 給

の 引 下 げ を 行 わ ず 、 東 京 都

や 民 間 と の 較 差 を 埋 め る た

め 、 一 時 金 を 引 上 げ る こ と

を 求 め た 。 民 間 企 業 に お け

る 賃 金 改 善 状 況 、 国 や 多 く

の 政 令 市 お よ び 県 人 事 委 員

会 に よ る 引 上 げ 勧 告 が 出 さ

れ る 中 、 特 別 区 だ け が 2 年

連 続 と な る 月 例 給 の 大 幅 な

引 下 げ は 、 全 く 納 得 の で き

な い も の で あ っ た 。 特 別 区

人 事 委 員 会 は 、 東 京 清 掃 、 特

区 連 、 区 長 会 ま で が 、 行 政 系

人 事 ・ 給 与 制 度 を 見 直 し た

影 響 を 踏 ま え た 公 民 比 較 を

行 う べ き で あ る と し た 要 請

を 受 け 入 れ ず 、 公 民 比 較 方

法 の 見 直 し を 行 わ な か っ た 。

ま さ に 、 本 年 に お い て も 、

特 別 区 人 事 委 員 会 が 作 り 出

し た 引 下 げ で あ り 、 地 方 公

務 員 の 労 働 基 本 権 制 約 の 代

償 措 置 を 行 う 中 立 公 正 な 第

三 者 機 関 と し て の 立 場 を 放

棄 し た も の と 考 え ざ る を 得

な い 。
本 年 の 民 間 の 春 闘 情 勢

は 、 労 働 団 体 も 経 済 団 体 も

2 ％ 前 後 の 賃 上 げ 状 況 と 集

約 し て い る 。 ま た 、 厚 生 労

働 省 の 「 平 成 30 年 賃 金 構 造

基 本 統 計 調 査 」 の 都 道 府 県

別 の 賃 金 水 準 を 見 る と 、 全

国 計 30 万 6 千 2 百 円 よ り も

賃 金 が 高 か っ た 4 都 府 県 は 、

東 京 都 、 神 奈 川 県 、 愛 知 県 、

大 阪 府 と な り 、 最 も 高 か っ

た の は 、 東 京 都 の 38 万 4 百

円 で 、 全 国 計 を 大 幅 に 上 回

っ て い る 。 「 生 計 費 原 則 」 、

「 均 衡 の 原 則 」 、 「 職 務 給 原

則 」 と い っ た 給 与 決 定 の 原

則 か ら 、 こ と ご と く 逸 脱 す

る 不 当 な 勧 告 で あ っ た 。

2 � 定 年 延 長 を 巡 る 動 向 に つ い て

本 年 6 月 に 政 府 が 決 定 し

た 、 「 経 済 財 政 運 営 と 改 革

の 基 本 方 針 2 0 1 9 」 （ 骨

太 の 方 針 ） で は 、 「 平 均 寿

命 の 伸 長 や 少 子 高 齢 化 の 進

展 を 踏 ま え 、 複 雑 高 度 化 す

る 行 政 課 題 に 的 確 に 対 応 す

る 観 点 か ら 、 平 成 30 年 8 月

の 人 事 院 の 申 出 も 踏 ま え

て 、 公 務 員 の 定 年 を 段 階 的

に 65 歳 に 引 上 げ る 方 向 で 検

討 す る 」 と し て い る 。 政 府

で の 検 討 が 行 わ れ て い る

が 、 法 案 を 国 会 に 提 出 す る

時 期 に つ い て は 不 透 明 な 状

況 と な っ て い る 。

特 別 区 の 2 0 1 9 賃 金 確

定 闘 争 は 、 こ う し た 国 の 動

向 を 睨 み な が ら の 交 渉 と な

っ た 。

3 � 技 能 ・ 業 務 系 人 事 制 度 に つ い て

技 能 主 任 職 の 任 用 資 格 基

準 に つ い て 、 16 年 は あ ま り

に 長 い こ と か ら 、 改 善 を 求

め て き た 。 若 年 層 職 員 の モ

チ ベ ー シ ョ ン を 維 持 し 、 各

区 の 清 掃 職 場 に お け る 年 齢

構 成 の 問 題 を 解 消 す る た め

に も 、 昇 任 資 格 基 準 の 改 善

は 不 可 欠 で あ る こ と を 訴 え

た 。 ま た 、 今 年 度 か ら 配 置

が 可 能 と な っ た 担 当 技 能 長

職 に つ い て も 、 設 置 に 向 け

た 各 区 の 混 乱 や 、 運 用 面 で

の 違 い な ど を 訴 え 、 重 要 な

課 題 と し て 交 渉 に 臨 ん だ 。

し か し 、 区 長 会 は 担 当 技

能 長 職 の 課 題 に つ い て は 、

「 本 給 与 改 定 交 渉 期 に お い

て 、 意 見 交 換 を さ せ て い た

だ く 」 と し た も の の 、 技 能

主 任 職 の 任 用 資 格 基 準 に つ

い て は 、 「 現 時 点 に お い て

は 、 任 用 制 度 に 関 す る 喫 緊

の 課 題 は 、 解 決 さ れ た も の

と 考 え て い る 」 と の 考 え に

終 始 し た 。

4 � 特 別 区 人 事 委 員 会 勧 告 作 業 に 関 す る 要

請 、 区 長 会 要 請 、 特 別 区 人 事 委 員 会 抗 議

行 動 に つ い て

昨 年 の 勧 告 を 踏 ま え 、 特

別 区 人 事 委 員 会 に 対 し 、 7

月 30 日 と 9 月 5 日 に 、 異 例

と な る 2 回 の 要 請 行 動 を 行

っ た 。 行 政 系 人 事 制 度 改 正

に 伴 い 、 公 民 比 較 方 法 の 見

直 し を 求 め る と と も に 、 全

国 一 生 計 費 を 必 要 と す る 首

都 圏 で 暮 ら す 特 別 区 職 員 の

生 活 実 態 を 踏 ま え た 、 中 立

か つ 公 平 な 立 場 に よ る 自 主

的 ・ 主 体 的 な 勧 告 を 行 う こ

と を 求 め た 。

10 月 21 日 、 特 別 区 人 事 委

員 会 は 、 例 年 よ り 10 日 ほ ど

遅 れ て 、 「 令 和 元 年 職 員 の

給 与 等 に 関 す る 報 告 及 び 勧

告 」 を 出 し た 。 そ の 内 容 は 、

一 時 金 を 0 ・ 15 月 引 上 げ と

し た も の の 、 月 例 給 に つ い

て は 、 平 均 0 ・ 58 ％ 、 額 に

し て 平 均 2 、 2 3 5 円 の 引

下 げ と し た 。 特 例 措 置 と し

て 、 公 民 比 較 の 対 象 か ら 、

差 額 支 給 者 （ 現 給 保 障 者 ）

を 除 き 、 引 下 げ 幅 を 圧 縮 し 、

年 間 給 与 額 に し て 平 均 約 2

万 2 千 円 増 と な る 勧 告 で あ

っ た 。 し か し 、 月 例 給 の 大

幅 な 引 下 げ は 、 民 間 に お け

る 春 闘 情 勢 や 国 ・ 他 団 体 等

の 状 況 を 見 る と 、 到 底 納 得

で き る も の で は な い 。

わ が 組 合 は 、 勧 告 が 出 さ

れ た 後 、 直 ち に 区 長 会 に 対

す る 要 請 行 動 を 行 い 、 勧 告

の 不 当 性 を 訴 え る と と も

に 、 月 例 給 の 引 下 げ は 行 わ

ず 、 一 時 金 に つ い て は 東 京

都 や 民 間 と の 較 差 を 解 消 す

る た め 引 上 げ る こ と を 求 め

た 。 こ れ に 対 し 、 区 長 会 は 、

2 千 円 を 上 回 る マ イ ナ ス 勧

告 に つ い て 遺 憾 と し つ つ

も 、 「 本 年 の 勧 告 に つ い て

は 、 人 事 委 員 会 勧 告 制 度 の

趣 旨 を 踏 ま え る と と も に 、

特 別 区 の 置 か れ た 厳 し い 諸

状 況 、 国 や 他 団 体 、 民 間 の

動 向 、 そ し て 、 職 務 に 精 励

す る 職 員 の 適 正 な 給 与 ・ 勤

務 条 件 の 確 保 と い っ た 観 点

も 勘 案 し て 、 区 民 の 皆 様 の

理 解 と 納 得 が 得 ら れ る よ

う 、 区 政 全 般 の 観 点 か ら 、

慎 重 に 検 討 し て ま い り ま

す 」 と し た 。

さ ら に 、 11 月 7 日 に は 、 特

別 区 人 事 委 員 会 に 対 し 、 本

年 の 勧 告 に 対 す る 抗 議 要 請

を 行 い 、 労 働 基 本 権 制 約 の

代 償 機 関 と し て の 役 割 を 果

た し 、 今 後 は 職 員 が 納 得 す

る 勧 告 と す る こ と を 求 め た 。

5 � 職 場 か ら の 闘 い の 積 上 げ に つ い て

10 月 29 日 、 連 合 会 館 に お

い て 「 2 0 1 9 賃 金 確 定 闘

争 勝 利 ！ 第 一 波 総 決 起 集

会 」 を 開 催 し た 。 10 月 21 日

の 特 別 区 人 事 委 員 会 の 不 当

な 勧 告 を 糾 弾 し 、 要 求 実 現

に 向 け て 全 組 合 員 の 固 い 団

結 で 、 2 0 1 9 賃 金 確 定 闘

争 に 勝 利 す る た め の 意 思 統

一 を 図 っ た 。 集 会 に は 3 0

3 人 の 組 合 員 が 結 集 し 、 各

地 連 、 一 組 総 支 部 、 青 年 部

か ら 決 意 表 明 を 受 け 、 全 体

で 闘 う 拳 を 上 げ た 。

そ の 後 、 地 連 ご と の 第 二

波 総 決 起 集 会 と 各 ブ ロ ッ ク

幹 事 区 長 に 対 す る 要 請 行 動

の 取 組 み 、 職 場 か ら の 全 組

合 員 と 家 族 に よ る 署 名 行

動 、 各 区 長 ・ 一 組 管 理 者 へ

の 要 請 行 動 、 ス テ ッ カ ー 闘

争 等 を 取 組 み 、 特 別 区 に 働

く 清 掃 職 員 の 賃 金 ・ 労 働 条

件 の 改 善 を 訴 え 続 け た 。

最 終 局 面 を 迎 え る 中 、 11

月 15 日 に 全 電 通 会 館 で 開 催

し た 「 2 0 1 9 賃 金 確 定 闘

争 勝 利 ！ 第 三 波 波 総 決 起 集

会 」 に は 、 4 3 2 人 の 組 合

員 が 結 集 し 、 各 地 連 、 一 組

総 支 部 、 青 年 部 か ら の 決 意

表 明 を 受 け 、 改 め て 2 0 1

9 賃 金 確 定 闘 争 の 完 全 勝 利

を 目 指 す 意 思 統 一 を 図 っ

た 。

6 � 第 1 回 拡 大 闘 争 委 員 会

11 月 13 日 、 第 1 回 拡 大 闘

争 委 員 会 を 開 催 し 、 第 2 回

・ 第 3 回 の 団 体 交 渉 の 経 過

を 周 知 す る と と も に 、 「 2

0 1 9 賃 金 確 定 闘 争 最 終

局 面 を 迎 え る に あ た っ て

（ 案 ） 」 を 全 体 で 確 認 し た 。

① 月 例 給 の 引 下 げ を 許 さ

ず 、 一 時 金 に つ い て 増 額 す

る こ と を 求 め る 。 ② 業 務 職

給 料 表 は 「 依 然 と し て 高 い

水 準 に あ る 」 と し て い る 区

長 会 の 認 識 を 改 め さ せ る 。

③ 技 能 主 任 職 の 任 用 資 格 基

準 の 短 縮 を 求 め る 。 ④ 担 当

技 能 長 職 の 運 用 状 況 を 精 査

さ せ 、 意 見 交 換 の 場 を 求 め

る 。 ⑤ 成 績 率 制 度 に お け る

勤 務 判 定 区 分 を 2 級 職 と 3

・ 4 級 職 で 別 と す る こ と を

求 め る 。 ⑥ 再 任 用 職 員 の 賃

金 水 準 の 早 期 改 善 と 、 新 た

な 制 度 設 計 を 求 め る 。 ⑦ 技

能 系 職 種 に お け る 障 害 者 を

対 象 と す る 採 用 選 考 の 導 入

に あ た っ て は 、 安 全 性 の 確

保 と 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と を 求 め る 。 ⑧ 清 掃 職 場

の 実 態 を 踏 ま え 、 区 間 交 流

に つ い て 柔 軟 な 対 応 を 求 め

る 。 そ の 他 の 課 題 も 含 め て

総 合 的 に 判 断 す る 。

併 せ て 、 区 長 会 が 最 終 交

渉 日 と 設 定 し た 11 月 21 日 の

翌 22 日 、 始 業 時 か ら 1 時 間

の 実 力 行 使 の 準 備 指 令 を 発

し 、 膠 着 状 態 に 陥 っ て い る

協 議 の 進 展 を 図 り 、 区 長 会

の 歩 み 寄 り を 引 き 出 す こ と

を 全 会 一 致 で 確 認 し た 。

7 � 最 終 ヤ マ 場 の 動 き に つ い て

そ の 後 の 協 議 に お い て も 、 我 わ れ の 要 求 に 対 す る

区 長 会 の 考 え 方 は 示 さ れ

ず 、 区 長 会 が 最 終 交 渉 日 と

し た 21 日 の 夜 、 局 面 の 打 開

に 向 け て 中 央 執 行 委 員 長 ・

書 記 長 と 区 長 会 側 交 渉 委 員

の 責 任 者 で あ る 副 区 長 会 正

副 会 長 と の 会 談 が 持 た れ

た 。
副 区 長 会 正 副 会 長 か ら 示

さ れ た 最 終 提 案 は 以 下 の と

お り で あ る 。

▲
10
月
31
日

第
五
地
連
総
決
起
集
会
（
ユ
ー
ト
リ
ヤ
）

▲
11
月
8
日
第
二
地
連
要
請
行
動
（
台
東
区
役
所
）

▲
10
月
29
日

第
一
波
総
決
起
集
会
（
連
合
会
館
）

▲
11
月
7
日

第
三
地
連
要
請
行
動
（
品
川
区
役
所
）

1 � 勧 告 の 取 扱 い

来 年 1 月 1 日 か ら 、 勧 告

給 料 表 の 通 り 、 改 定 す る 。

特 別 給 に つ い て は 、 0 ・

15 月 引 上 げ 、 勤 勉 手 当 に 割

り 振 る 。

今 年 度 に つ い て は 、 12 月

期 の 勤 勉 手 当 を 0 ・ 15 月 引

上 げ る 。

任 命 権 者 の 裁 量 に よ る 措

置 と し て 、 給 料 表 改 定 に よ

る 所 要 の 調 整 は 実 施 し な い 。

来 年 1 月 か ら 3 月 ま で の

間 に お け る 定 年 退 職 者 等 に

関 す る 退 職 手 当 に つ い て 、

給 与 改 定 に 伴 う 影 響 を 考 慮

し て 、 激 変 緩 和 措 置 を 行 う 。

2 � 業 務 職 給 料 表 に つ い て

来 年 1 月 1 日 か ら 、 行 政

職 給 料 表 （ 一 ） の 改 定 に 準

じ た 引 下 げ 改 定 と す る 。

現 給 保 障 者 に つ い て も 、

同 様 の 改 定 率 に よ り 、 引 下

げ 改 定 を 行 う 。

3 � 技 能 ・ 業 務 系 人 事 制 度 に つ い て

① 技 能 主 任 職 の 任 用 資 格 基 準 に つ い て

1 級 職 に お け る 在 職 年 数

を 現 行 の 16 年 か ら 12 年 と

し 、 技 能 主 任 職 昇 任 選 考 の

受 験 資 格 に つ い て は 、 「 1

級 職 に 12 年 以 上 在 職 し 、 年

齢 が 58 歳 未 満 の 者 」 と す る 。

な お 、 制 度 の 円 滑 な 移 行

を 図 る た め 、 所 要 の 経 過 措

置 を 設 け る 。

② 担 当 技 能 長 の 設 置 に つ

い て
引 き 続 き 、 情 報 提 供 を し

つ つ 、 必 要 が あ れ ば 、 意 見

交 換 を し て い く 。

4 � 技 能 ・ 業 務 系 職 員 の 勤 勉 手 当 の 成 績 率 に

お け る 勤 務 成 績 判 定 区 分 の 改 正 に つ い て

職 務 ・ 職 責 に 応 じ た 勤 務

成 績 を き め 細 か に 反 映 す る

た め 、 勤 務 成 績 判 定 区 分 に

つ い て 、 「 統 括 技 能 長 、 技

能 長 、 担 当 技 能 長 」 と 「 技

能 主 任 」 の 区 分 に 分 け る 。

判 定 期 間 は 2 0 2 0 年 1

月 1 日 か ら と な り 、 2 0 2

1 年 6 月 の 支 給 分 か ら 適

用 。

5 � 雇 用 と 年 金 の 接 続 に つ い て

引 き 続 き 、 政 府 の 検 討 状 況 に つ い て 注 視 し て い く 。

6 � 技 能 系 職 種 に お け る 障 害 者 を 対 象 と す る

採 用 選 考 の 導 入 に つ い て （ 小 委 員 会 交 渉 ）

「 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等

に 関 す る 法 律 」 を 踏 ま え 、

特 別 区 に お け る 障 害 者 雇 用

促 進 の 一 助 と す る た め 、 技

能 系 職 種 に お け る 障 害 者 を

対 象 と す る 採 用 選 考 を 導 入

す る 。

7 � 東 京 都 ・ 特 別 区 一 般 職 員 人 事 交 流 実 施 基

準 等 の 改 正 に つ い て （ 小 委 員 会 交 渉 ）

東 京 都 ・ 特 別 区 一 般 職 員

人 事 交 流 実 施 基 準 か ら 、 遠

距 離 通 勤 や 結 婚 等 の 自 己 都

合 に よ る 場 合 を 削 除 す る 。

▲
11
月
13
日
第
1
回
拡
大
闘
争
委
員
会

▲
11
月
11
日

第
一
地
連
総
決
起
集
会
（
千
代
田
区
役
所
）

10
月
21
日
（
月
）
：
区
長
会
要
請
行
動

（
特
別
区
人
事
委
員
会
勧
告
に
係
る
要
請
）

10
月
24
日
（
木
）
～
11
月
14
日
（
木
）
：
組
合
員
・
家
族
要
請
書
名

10
月
25
日
（
金
）
：
第
2
回
団
体
交
渉
（
当
初
）

〃
：
第
1
回
支
部
書
記
長
会
議

10
月
29
日
（
火
）
：
第
一
波
総
決
起
集
会
（
連
合
会
館
・
30
3
名
）

10
月
30
日
（
水
）
～
11
月
13
日
（
水
）

：
各
区
長
・
一
組
管
理
者
へ
の
要
請
行
動

10
月
31
日
（
木
）
：
第
五
地
連
要
請
行
動
（
墨
田
区
役
所
）

第
五
地
連
第
二
波
総
決
起
集
会（
ユ
ー
ト
リ
ア
・
18
8
名
）

11
月
5
日
（
火
）
：
第
1
回
専
門
委
員
会
交
渉

【
技
能
系
職
種
に
お
け
る
障
害
者
を
対
象
と
す
る
採
用
選

考
に
つ
い
て
・
高
齢
期
の
雇
用
問
題
・
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
】

11
月
6
日
（
水
）
：
第
3
回
団
体
交
渉
（
中
間
）

11
月
7
日
（
木
）
：
特
別
区
人
事
委
員
会
へ
の
抗
議
要
請
行
動

〃
：
第
三
地
連
要
請
行
動
（
品
川
区
役
所
）

第
三
地
連
第
二
波
総
決
起
集
会

（
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー
・
11
7
名
）

11
月
8
日
（
金
）
：
第
2
回
専
門
委
員
会
交
渉【
技
能
・
業
務
系
人
事
制
度
①
】

〃
：
第
二
地
連
要
請
行
動
（
台
東
区
役
所
）

第
二
地
連
第
二
波
総
決
起
集
会
（
台
東
区
役
所
・
62
名
）

11
月
11
日
（
月
）
：
第
3
回
専
門
委
員
会
交
渉【
技
能
・
業
務
系
人
事
制
度
②
】

11
月
11
日
（
月
）
：
第
一
地
連
要
請
行
動
（
千
代
田
区
役
所
）

第
一
地
連
第
二
波
総
決
起
集
会

（
千
代
田
区
役
所
・
77
名
）

11
月
12
日
（
火
）
：
第
四
地
連
要
請
行
動
（
杉
並
区
役
所
）

第
四
地
連
第
二
波
総
決
起
集
会（
杉
並
区
役
所
・
10
4
名
）

11
月
13
日
（
水
）
：
第
1
回
拡
大
闘
争
委
員
会

11
月
15
日
（
金
）
：
区
長
会
総
会
座
り
込
み
行
動
・
要
請
行
動

〃
：
第
三
波
総
決
起
集
会
（
全
電
通
労
働
会
館
・
43
2
名
）

11
月
18
日
（
月
）
：
区
長
会
会
長
要
請
行
動

11
月
21
日
（
木
）
：
専
門
員
会
交
渉
【
全
般
】

〃
：
第
1
回
小
委
員
会
交
渉

〃
：
第
4
回
団
体
交
渉

〃
：
第
8
回
中
央
委
員
会

〃
：
第
5
回
団
体
交
渉
（
最
終
妥
結
）

▲
11
月
12
日

第
四
地
連
総
決
起
集
会
（
杉
並
区
役
所
）

▲
11
月
15
日

区
長
会
総
会
座
り
込
み
行
動
（
区
政
会
館
）

2 0 1 9 賃 金 確 定 闘 争

区 長 会 の 最 終 提 案 に 対 す る 判 断 に つ い て

2 0 1 9 賃 金 確 定 闘 争

区 長 会 の 最 終 提 案 に 対 す る 判 断 に つ い て

2 0 1 9 賃 金 確 定 闘 争

区 長 会 の 最 終 提 案 に 対 す る 判 断 に つ い て
2 0 1 9 年 11 月 21 日

第 8 回 中 央 委 員 会

ⅠⅠ 22 00 11 99 賃賃 金金 確確 定 定 闘闘 争争 のの 経経 過過

ⅡⅡ 22 00 11 99 年 年 賃賃 金金 確確 定定 闘 闘 争争 、 、 区区 長 長 会会

の の 最最 終終 提提 案案 にに つつ いい て て
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そ
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3
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い
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労
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１
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年
１
１
月
２
８
日
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1
�
給
与
改
定
に
つ
い
て

2
年
連
続
で
月
例
給
の
大
幅

な
引
下
げ
が
勧
告
さ
れ
た
。
区

長
会
が
遺
憾
と
し
た
こ
と
か

ら
、
区
長
会
と
し
て
も
特
別
区

人
事
委
員
会
の
公
民
比
較
方
法

に
納
得
し
て
い
な
い
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
別
区

人
事
委
員
会
は
東
京
清
掃
・
特

区
連
の
度
重
な
る
要
請
に
対

し
、
特
例
措
置
と
し
て
公
民
比

較
対
象
か
ら
現
給
保
障
者
を
除

外
す
る
こ
と
で
、
引
下
げ
幅
を

圧
縮
す
る
に
と
ど
め
た
。

我
わ
れ
は
、
月
例
給
の
引
下

げ
を
行
わ
ず
、
一
時
金
の
引
上

げ
を
求
め
る
と
い
う
異
例
の
取

組
を
今
期
確
定
闘
争
に
お
い
て

取
組
ん
だ
。
区
長
会
は
、「
勧

告
制
度
の
趣
旨
か
ら
は
、
2
年

連
続
で
勧
告
を
踏
ま
え
た
給
与

改
定
を
実
施
し
な
い
こ
と
は
避

け
る
べ
き
」、「
人
事
委
員
会
勧

告
を
踏
ま
え
た
給
料
表
・
特
別

給
の
改
定
を
一
体
で
解
決
す
る

方
向
で
慎
重
に
検
討
」
と
の
発

言
を
最
後
ま
で
変
え
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

月
例
給
の
引
下
げ
に
つ
い
て

は
不
満
で
あ
る
が
、
年
収
で
は

再
任
用
職
員
を
含
め
、
全
職
員

が
増
と
な
る
こ
と
と
あ
わ
せ

て
、
所
要
の
調
整
を
行
わ
な
い

と
し
た
こ
と
、
今
年
度
の
定
年

退
職
者
等
に
つ
い
て
不
利
益
と

な
ら
ぬ
よ
う
、
退
職
金
に
つ
い

て
激
変
緩
和
措
置
を
判
断
し
た

こ
と
は
評
価
で
き
る
。

2
�
業
務
職
給
料
表
に
つ
い
て

区
長
会
が
、
比
較
対
象
も
は

っ
き
り
し
な
い
ま
ま
、「
特
別

区
の
技
能
・
業
務
系
職
員
の
給

料
表
は
依
然
と
し
て
高
い
水
準

に
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
固
執

し
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
不
満

で
あ
る
。

3
�
技
能
主
任
職
の
任
用
資
格
基
準
の
改
善
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
、
東
京

都
の
現
業
系
職
員
の
技
能
主
任

職
任
用
資
格
基
準
も
16
年
で
あ

る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
き

た
区
長
会
に
対
し
、
追
い
つ
き

を
な
く
す
た
め
の
経
過
措
置
は

付
い
た
も
の
の
、
4
年
の
短
縮

を
判
断
さ
せ
、
若
年
層
職
員
に

配
慮
す
る
と
と
も
に
、退
職
手
当

の
調
整
額
の
ポ
イ
ン
ト
を
満
額

付
与
で
き
る
可
能
性
を
確
保
し

た
こ
と
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。

4
�
担
当
技
能
長
の
配
置
に
つ
い
て

各
区
の
運
用
実
態
に
差
が
あ

る
こ
と
を
認
め
、
意
見
交
換
の

場
を
持
つ
と
し
た
こ
と
は
評
価

で
き
る
。

5
�
技
能
・
業
務
系
職
員
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
制
度
に

お
け
る
勤
務
判
定
区
分
の
見
直
し
に
つ
い
て

我
わ
れ
の
要
求
を
受
け
止

め
、
勤
務
成
績
判
定
区
分
を
改

正
す
る
と
し
た
こ
と
は
評
価
で

き
る
。

6
�
高
齢
期
雇
用
制
度
に
つ
い
て

無
年
金
期
間
に
あ
る
再
任
用

職
員
に
対
す
る
早
急
な
対
応
を

求
め
た
が
、「
引
き
続
き
、
政

府
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
注
視

し
て
い
く
」
と
し
た
こ
と
は
不

満
で
あ
る
。

7
�
技
能
系
職
種
に
お
け
る
障
害
者
を
対
象
と
す
る

採
用
選
考
の
導
入
に
つ
い
て

令
和
元
年
度
の
選
考
か
ら
実

施
で
き
る
。
法
の
趣
旨
を
尊
重

す
る
立
場
で
、
安
全
面
を
各
支

部
で
確
認
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

8
�
東
京
都
・
特
別
区
一
般
職
員
人
事
交
流
実
施
基

準
等
の
改
正
に
つ
い
て

引
き
続
き
、
区
間
交
流
に
お

い
て
、
職
員
の
事
情
を
考
慮
し

た
柔
軟
な
対
応
を
求
め
て
い

く
。

▲11月15日 第三波総決起集会（全電通労働会館）

10
月
22
日
に
提
出
し
た
5

課
題
・
36
項
目
に
及
ぶ
要
求

項
目
に
つ
い
て
、
納
得
で
き

る
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
不
満
が
残
る
。

と
り
わ
け
、
月
例
給
の
引

下
げ
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
納
得
が
い
か
な
い
。
し

か
し
、
公
務
員
の
労
働
基
本

権
制
約
の
代
償
措
置
機
関
と

し
て
の
人
事
委
員
会
制
度
の

意
義
と
、
特
別
区
人
事
委
員

会
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。特

別
区
人
事
委
員
会
に
特

例
措
置
を
設
け
さ
せ
た
こ
と

は
、
昨
年
度
か
ら
引
き
続
き

取
組
ん
で
き
た
大
衆
行
動
の

成
果
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
総
額
で
全
組
合

員
の
年
収
が
増
と
な
る
こ
と

に
加
え
、
任
命
権
者
の
裁
量

と
し
て
、
所
要
の
調
整
を
行

わ
な
い
と
し
た
こ
と
、
今
年

度
退
職
さ
れ
る
組
合
員
の
退

職
金
に
つ
い
て
は
、
激
変
緩

和
措
置
と
し
て
、
月
例
給
引

下
げ
の
影
響
は
及
ぼ
さ
な
い

と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

技
能
・
業
務
系
人
事
制
度

に
つ
い
て
は
、
こ
の
間
、
求

め
続
け
て
き
た
、
技
能
主
任

職
の
任
用
資
格
基
準
に
つ
い

て
、
区
長
会
は
東
京
都
が
16

年
の
制
度
の
ま
ま
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
難
色
を

示
し
て
い
た
が
、
若
年
層
職

員
が
清
掃
職
場
を
離
れ
る
率

の
高
さ
や
、
こ
の
間
の
被
災

地
支
援
の
経
験
を
継
承
し
て

い
く
必
要
性
等
を
訴
え
て
き

た
結
果
、
4
年
間
の
短
縮
を

判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は

評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
34
歳
で
採
用

さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
も
、

退
職
手
当
の
調
整
額
の
ポ
イ

ン
ト
が
満
額
付
与
で
き
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
担
当

技
能
長
職
の
設
置
に
つ
い
て

は
、
各
区
の
運
用
実
態
に
差

が
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、

引
き
続
き
の
情
報
提
供
と
意

見
交
換
を
約
束
さ
せ
た
こ
と

に
つ
い
て
も
、
新
た
な
取
組

み
に
つ
な
げ
る
第
一
歩
と
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。成

績
率
制
度
に
お
け
る
勤

務
判
定
区
分
に
つ
い
て
は
、

我
わ
れ
の
要
求
が
通
っ
た

が
、
統
括
技
能
長
・
技
能
長

の
原
資
が
減
る
こ
と
は
否
め

な
い
、
し
た
が
っ
て
、
全
体

と
し
て
担
当
技
能
長
を
増
や

し
て
い
く
取
組
が
必
要
で
あ

る
。雇

用
と
年
金
の
接
続
に
つ

い
て
は
、
政
府
で
の
検
討
に

入
っ
て
お
り
、
特
別
区
に
お

い
て
も
、
次
年
度
確
定
交
渉

の
大
き
な
課
題
と
な
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
直
ち
に
準

備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
併
せ
て
、
会
計
年
度
任

用
職
員
制
度
も
始
ま
る
こ
と

か
ら
、
各
区
に
お
け
る
運
用

状
況
を
把
握
し
、
情
報
を
共

有
し
つ
つ
、
課
題
・
問
題
に

つ
い
て
は
交
渉
課
題
と
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

不
満
や
課
題
の
残
る
結
果

と
な
っ
た
が
、
前
進
も
見
ら

れ
た
。
こ
れ
は
、
各
支
部
・

各
地
連
に
よ
る
要
請
行
動
を

は
じ
め
、
組
合
員
の
大
衆
行

動
が
本
部
交
渉
と
有
機
的
に

結
び
つ
い
た
結
果
で
あ
る
と

受
け
止
め
て
い
る
。

わ
が
組
合
は
、
23
区
・
清

掃
一
組
と
い
う
複
数
の
自
治

体
を
貫
く
単
一
労
働
組
合
と

い
う
組
織
形
態
を
選
択
し
、

賃
金
確
定
闘
争
を
自
ら
の
闘

い
と
位
置
付
け
、
今
賃
金
確

定
闘
争
を
組
織
の
総
力
を
挙

げ
て
取
組
ん
だ
。
今
期
賃
金

確
定
闘
争
の
到
達
点
は
、
各

地
連
、
各
（
総
）
支
部
の
闘

い
を
積
み
上
げ
た
結
果
で
あ

り
、
全
組
合
員
の
奮
闘
に
対

し
て
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る

も
の
で
あ
る
。

改
め
て
総
括
を
行
い
、
残

さ
れ
た
課
題
の
解
決
に
向
け

た
具
体
的
な
取
組
み
を
提
起

し
た
い
。

闘
い
は
継
続
す
る
。
依
然

と
し
て
厳
し
い
情
勢
下
で
は

あ
る
が
、
引
き
続
き
今
後
の

闘
い
に
全
力
を
傾
注
す
る
こ

と
を
確
認
し
て
、
2
0
1
9

賃
金
確
定
闘
争
の
区
切
り
と

す
る
。

以
上

▲11月15日 区長会総会要請
行動（区政会館）

▲11月18日 区長会会長要請行動

▲11月21日 第8回中央委員会 ▲11月21日 第4回団体交渉（区政会館）

ⅢⅢ

区区
長長
会会
のの
最最
終終
提提
案案
にに
対対
すす
るる

わわ
がが
組組
合合
のの
判判
断断
にに
つつ
いい
てて

ⅣⅣ

最最
後後
にに（（
今今
後後
のの
取取
組組
みみ
にに
つつ
いい
てて
））

第1032号（４）せ い そ う 労 働 者せ い そ う 労 働 者２０１９年１１月２８日


